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＜資料１＞ 和光市国民保護協議会条例

平成１８年２月２２日

条例第４号

（趣旨）

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法

律（平成１６年法律第 112 号）第４０条第８項の規定に基づき、和光市国民保護

協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（委員）

第２条 協議会の委員の定数は、３０人以内とする。

（会長の職務代理）

第３条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理

する。

（会議）

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることがで

きない。

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

（庶務）

第５条 協議会の庶務は、総務部において処理する。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

協議会に諮って定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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＜資料２＞ 和光市国民保護対策本部及び和光市緊急対処事態対策本部条例

平成１８年２月２２日

条例第１０号

（趣旨）

第１条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法

律（平成１６年法律第 112 号。以下「法」という。）第３１条及び法第 183 条に

おいて準用する法第３１条の規定に基づき、和光市国民保護対策本部及び和光市

緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 和光市国民保護対策本部長（以下「本部長」という。）は、和光市国民保

護対策本部（以下「対策本部」という。）の事務を総括する。

２ 和光市国民保護対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を助け、

対策本部の事務を整理する。

３ 和光市国民保護対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、

対策本部の事務に従事する。

４ 対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことがで

きる。

５ 前項の職員は、市職員のうちから、市長が任命する。

（会議）

第３条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必

要に応じ、対策本部の会議（次項において「会議」という。）を招集する。

２ 本部長は、法第２８条第６項の規定により、国の職員その他市職員以外の者を

会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

（部）

第４条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

４ 部長は、部の事務を掌理する。

（現地対策本部）

第５条 国民保護現地対策本部に、国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本

部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指

名する者をもって充てる。

２ 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

（委任）

第６条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定

める。

2



（準用）

第７条 第２条から前条までの規定は、和光市緊急対処事態対策本部について準用

する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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＜資料３＞ 和光市緊急事態連絡会議設置要綱
制定 平成１８年１１月１０日要綱第１６号

改正 平成２４年 ７月３１日要綱第１４号

改正 平成２８年１２月２８日要綱第２０号

（設置）

第１条 市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害を及ぼす事故等（以下「緊急

事態」という。）が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、適切

かつ迅速に対応するため、和光市緊急事態連絡会議（以下「連絡会議」という。）

を設置する。

（対象となる緊急事態）

第２条 連絡会議の設置の対象となる緊急事態は、次に掲げるものとする。

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保

に関する法律（平成１５年法律第７９号。以下「法」という。）第２条に規定

する武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態

法第２５条第１項に規定する緊急対処事態

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害

のうち、大規模な火事、爆発及び災害対策基本法施行令（昭和３７年政令第２

８８号）第１条で定める原因によるもの

前３号に掲げるもののほか、市長が緊急事態として認めたもの

（所掌事務）

第３条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

緊急事態に関する情報の収集に関すること。

関係機関との連絡調整に関すること。

緊急事態の対策の検討に関すること。

前３号に掲げるもののほか、緊急事態の対策として必要と認めること。

（組織）

第４条 連絡会議は、会長及び委員によって組織し、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に掲げる者をもって組織する。

会長 市長

委員 副市長、教育長、企画部長、総務部長、市民環境部長、保健福祉部長、

子どもあんしん部長、建設部長、上下水道部長、危機管理監、教育部長、議会

事務局長、監査委員事務局長

（会議）

第５条 連絡会議は、会長が主宰する。この場合において、会長が不在のときは、

あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くこ

とができる。
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（開設期間等）

第６条 市長は、緊急事態が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、連絡

会議を開設する。ただし、国民保護対策本部、緊急対処事態対策本部又は災害対

策本部が開設されたときは、この限りでない。

２ 市長は、緊急事態が解消したと認めたとき又は国民保護対策本部、緊急対処事

態対策本部若しくは災害対策本部が開設されたときは、連絡会議を閉鎖する。

（庶務）

第７条 連絡会議の庶務は、危機管理室において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長

が別に定める。

附 則

この要綱は、決裁の日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年８月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年１月１日から施行する。
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＜資料４＞ 市国民保護対策本部の担当業務

１ 本部会議直轄事務

(1) 国民保護に関する情報の収集に関すること

(2) 市国民保護対策本部の設置、運営に関すること

(3) 国・県からの指示及び国・県への要請並びに連絡調整に関すること

(4) 他の市町村への要請及び連絡調整に関すること

(5) 指定公共機関、指定地方公共機関への要請及び連絡調整に関すること

(6) 警報の伝達に関すること

(7) 避難の指示の伝達に関すること

(8) 避難経路の決定に関すること

(9) 緊急通報の伝達に関すること

(10) 退避の指示に関すること

(11) 警戒区域の設定に関すること
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２ 部の組織及び職制（平成３０年１月現在）

（１） 組織構成

本 部 長 市 長

副本部長 副市長、教育長

総 務 部

（部長：総務部長）

企 画 部

（部長：企画部長）

環 境 部

（部長：市民環境部長）

救 助 部

（部長：保健福祉部長）

建 設 部

（部長：建設部長）

議 会 部

（部長：会計管理者）

上 下 水 道 部

（部長：上下水道部長）

教 育 部

（部長：教育部長）

会 計 部

（部長：議会事務局長）

（危機管理監補佐：監査委員事務局長）

和 光 市 消 防 団

本部班、情報収集班、人材受援班、物資受援班、

情報通信班、職員班、人権国際班

本部班、秘書広報記録班、財政班、復旧復興班

本部班、住民班、市民相談班、農商工班、

環境衛生班、廃棄物処理班

本部班、避難所管理班Ａ～Ｂ、要配慮者支援班、

保健班

本部班、土木建設班、建築班、都市施設班

本部班、水道施設班、下水道班

本部班、学校施設班、学校教育班、社会教育班

会計班

議会班

危機管理監 本 部 室

（副部長：子どもあんしん部長）

本 部 会 議 市長、副市長、教育長、危機管理監、各部長等、和光市消防団
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（２）本部室（室長：危機管理室長）

班 名 事 務 分 掌

本部班

（危機管理室長）

① 和光市国民保護対策本部員に対する指示、現況の把握及び指導

② 情報分析、被害への対応行動の方針提示、実行

③ 関係機関との調整

④ 職員招集の発令、登庁状況の把握

⑤ 対策本部の設置・運営、対策本部会議の開催、会議資料作成

⑥ 国民保護協議会の開催

情報分析担当

① 情報収集班の収集した情報の整理・分析

② 被災情報の県への報告

③ クロノロジー整理（被害対応記録の時系列整理）

④ 情報等の収集・伝達

受援調整担当

① 国、県、近隣市等との連絡調整

② 自衛隊、警察、その他防災関係機関との連絡調整、応援要請

③ 各種関係機関からの受援調整、リエゾンの受入調整・対応

消防団担当

① 消防・消防団との連絡調整

② 消防団活動支援

③ 防災行政無線その他応急無線の管理・運用
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（３）総務部（部長：総務部長）

（４）企画部（部長：企画部長）

班 名 事 務 分 掌

本部班

① 総務部各班に対する指示、現況の把握及び指導監督

② 総務部長支援・対策本部会議資料作成

③ 総務部内の人的資源・物的資源等の再配分

④ 関係機関等との調整

情報収集班

① 被害情報の収集及び調査

・ 人的被害（死者・負傷者及び避難者の発生状況等）

・ 住家等被害（全壊、半壊、一部破壊、火災、インフラ被害等）

・ 庁舎被害

② 安否情報の収集・提供

③ 被害者台帳の作成

人材受援班

① 被害者ニーズの把握、受付

② 対策本部人的資源の管理、人的受援調整

③ ボランティアセンターの開設要請及び調整

物資受援班

① 備蓄物品の配分及び救援物資の受入、配分、避難所への輸送

② 避難所等物資ニーズの把握

③ 物資受援本部運営

情報通信班
① 情報通信機器等の整備･復旧

② 情報伝達体制の確立

職員班

① 職員の被災状況（身体、家族、家屋等）調査

② 職員の登庁状況及び勤務体制の把握

③ 職員の公務災害等に関すること

④ 職員の給食・宿泊に関すること

人権国際班
① 被害時における人権保護に関すること

② 被害時の要援護者対策のうち、外国人に関すること

班 名 事 務 分 掌

本部班

① 企画部各班に対する指示、現況の把握及び指導監督

② 企画部長支援・災害対策本部会議資料作成

③ 企画部内の人的資源・物的資源等の再配分

④ 関係機関等との調整

秘書広報記録班
① 本部長及び副本部長の秘書に関すること

② 陳情及び見舞者等の受付に関すること

財政班
① 予算の編成、執行及び管理に関すること

② 復旧対策に関する資金に関すること

復旧復興班 ① 復旧・復興事業計画の立案
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（５）環境部（部長：市民環境部長）

班 名 事 務 分 掌

本部班

① 環境部各班に対する指示、現況の把握及び指導監督

② 環境部長支援・災害対策本部会議資料作成

③ 環境部内の人的資源・物的資源等の再配分

④ 関係機関等との調整

住民班

① 遺体の収容及び埋葬・火葬に関すること

（遺体安置所の開設・運営）

② 帰宅困難者に関すること

③ 在宅避難者に関すること

市民相談班

① 災害対策に関する市民相談窓口を開設・運営し、市民の質問等に

対応

② 専門的な事項に関する当該部署への取り次ぎ

農商工班

① 商工業、農作物及び農業用施設等の被害状況の把握

② 被害農家及び被害中小企業等に関する復興融資に関すること

③ 融資関係機関との連絡調整

④ 農協等農業関係機関との連絡調整

環境衛生班

① 被害地等の消毒及び防疫

② 工場等からの油類、薬品類その他汚染物質の排水処置対策に関す

ること。

③ 消毒関係業者との連絡調整

④ 環境汚染等に関すること

⑤ 動物保護及び危険動物対策

廃棄物処理班

① 清掃施設等の被害状況の把握

② 仮置場等の設置

③ 一般廃棄物及びし尿の収集、運搬及び処分に関すること

④ 清掃及びし尿処理業者との連絡調整
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（６）救助部（部長：保健福祉部長、副部長：子どもあんしん部長）

（７）建設部（部長：建設部長）

班 名 事 務 分 掌

本部班

① 救助部各班に対する指示、現況の把握及び指導監督

② 救助部長支援・災害対策本部会議資料作成

③ 救助部内の人的資源・物的資源等の再配分

避難所管理班Ａ

～

避難所管理班Ｂ

① 避難所の開設・運営

② 避難者に対する食料・生活必需品等救助物資の交付

③ 避難者に対する応急炊き出し

要配慮者支援班

① 老人福祉施設及び児童施設等要配慮者利用施設の被害状況の把

握

② 避難行動要支援者の安否確認、避難誘導

③ 在宅要配慮者の援護

④ 要配慮者の実態調査

⑤ 福祉避難所の管理・運営

保健班

① 応急救護所の開設・運営

② 傷病者の応急手当

③ 医師の派遣に関すること

④ 助産に関すること

⑤ 感染症予防対策その他保健衛生対策に関すること

⑥ 医療機関、保健所及び薬品業者との連絡調整

⑦ 医薬品及び衛生材料の調達及び補給

班 名 事 務 分 掌

本部班

① 建設部各班に対する指示、現況の把握及び指導監督

② 建設部長支援・災害対策本部会議資料作成

③ 建設部内の人的資源・物的資源等の再配分

④ 関係機関等との調整

土木建設班

① 公共土木施設等の被害状況の把握

② 道路、堤防、橋梁、等の危険防止及び応急復旧に関すること

③ 道路障害物等の除去、道路啓開・放置車輌対策

④ 水防（排水）に関すること

⑤ 土木建設業者との連絡調整

建築班
① 住宅等の応急危険度判定に関すること

② 被害住宅の応急修理及び障害物等の除去

都市施設班

① 公園・緑地等の被害状況の把握

② 公園、緑地等の危険防止及び復旧に関すること

③ 土砂災害に関すること
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（８）上下水道部（部長：上下水道部長）

（９）教育部（部長：教育部長）

班 名 事 務 分 掌

本部班

① 上下水道部各班に対する指示、現況の把握及び指導監督

② 上下水道部長支援・災害対策本部会議資料作成

③ 上下水道部内の人的資源・物的資源等の再配分

④ 関係機関等との調整

水道施設班

① 水道施設等の被害状況の把握

② 応急給水所の開設・運営（水の運搬を含む。）

③ 配水池、取水井戸等の保有水量の確保に関すること

④ 水道施設の応急復旧

下水道班

① 下水道施設等の被害状況の把握

② 下水道施設の危険防止、排水保持及び復旧に関すること

③ 下水道の汚泥処理に関すること

④ 下水道施設復旧用資材の調達及び補給に関すること

班 名 事 務 分 掌

本部班

① 教育部各班に対する指示、現況の把握及び指導監督

② 教育部長支援・災害対策本部会議資料作成

③ 教育部内の人的資源・物的資源等の再配分

④ 関係機関等との調整

学校施設班
① 教育施設等の被災状況の把握

② 避難所としての学校施設の開放に関すること

③ 教育関係施設の応急復旧に関すること

学校教育班

① 応急教育の実施に関すること

② 児童及び生徒の避難、救護に関すること

③ 児童及び生徒の健康管理に関すること

④ 応急学校給食に関すること

⑤ 学用品の支給に関すること

⑥ 避難所としての学校施設における応急炊き出しの協力に関する

こと

社会教育班

① 社会教育施設等の被害状況の把握

② 避難所としての社会教育施設の開放に関すること

③ 社会教育施設利用者の避難・救護

④ 文化財の保護に関すること
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（10）会計部（部長：会計管理者）

（11）議会部（部長：議会事務局長）

（12）和光市消防団（団長：和光市消防団長）

班 名 事 務 分 掌

会計班
① 災害対策に必要な現金の出納に関すること

② 義援金、弔慰金等に関すること

班 名 事 務 分 掌

議会班
① 議員の安否確認

② 災害情報の収集

班 名 事 務 分 掌

団本部

① 消防団の出動に関すること

② 各分団に対する指示、現況の把握及び指導監督

③ 対策本部との調整

第１分団

第２分団

第３分団

第４分団

第５分団

第６分団

① 人命の救助及び救急に関すること

② 火災予防に関すること

③ 行方不明者の捜索に関すること

④ 危険物等の措置に関すること

⑤ 障害物の除去作業の協力に関すること

⑥ 避難誘導及び救護活動の協力に関すること
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＜資料５＞ 安否情報収集様式（避難住民・負傷住民）

様式第１号（第１条関係）

安 否 情 報 収 集 様 式 （ 避 難 住 民 ・ 負 傷 住 民 ）

記入日時（ 年 月 日 時 分）

（注１） 本収集は、国民保護法第９４条第１項の規定に基づき実施するものであり、個人情報の保護に

十分留意しつつ、上記⑫～⑭の意向に沿って同法第９５条第１項の規定に基づく安否情報の照会

に対する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難残留者の

確認事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の収集、パソコンの入

力、回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。

（注２） 親族・同居者・知人であるかの確認は、申請書面により形式的審査を行います。また、知人と

は、友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。

（注３） 「③出生年月日」欄は元号表記により記入すること。

（注４） 回答情報の限定を希望する場合は備考欄にご記入願います。

① 氏名

② フリガナ

③ 出生の年月日 年 月 日

④ 男女の別 男 女

⑤ 住所（郵便番号を含む。）

⑥ 国籍 日 本 その他（ ）

⑦ その他個人を識別するための情報

⑧ 負傷（疾病）の該当 負傷 非該当

⑨ 負傷又は疾病の状況

⑩ 現在の居所

⑪ 連絡先その他必要情報

⑫ 親族・同居者からの照会があれば、①

～⑪を回答する予定ですが、回答を希望

しない場合は、○で囲んで下さい。

回答を希望しない

⑬ 知人からの照会があれば①⑦⑧を回答

する予定ですが、回答を希望しない場合

は○で囲んで下さい。

回答を希望しない

⑭ ①～⑪を親族・同居者・知人以外の者

からの照会に対する回答又は公表するこ

とについて、同意するかどうか○で囲ん

で下さい。

同意する

同意しない

※ 備考
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＜資料６＞ 安否情報収集様式（死亡住民）

様式第２号（第１条関係）

安 否 情 報 収 集 様 式 （ 死 亡 住 民 ）

記入日時（ 年 月 日 時 分）

（注１） 本収集は、国民保護法第９４条第１項の規定に基づき実施するものであり、親族、知人につい

ては、個人情報の保護に十分留意しつつ、原則として親族・同居者・知人からの照会があれば回

答するとともに、上記⑪の意向に沿って同法第９５条第１項の規定に基づく安否情報の照会に対

する回答に利用します。また、国民保護法上の救援（物資、医療の提供等）や避難残留者の確認

事務のため、行政内部で利用することがあります。さらに、記入情報の収集、パソコンの入力、

回答等の際に企業や個人に業務委託する場合があります。

（注２） 親族・同居者・知人であるかの確認は申請書面により形式的審査を行います。また、知人とは、

友人、職場関係者、近所の者及びこれらに類する者を指します。

（注３） 「③出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。

（注４） 回答情報の限定を希望する場合は備考欄に御記入願います。

（注５） ⑪の回答者は、配偶者又は直近の直系親族を原則とします。

① 氏名

② フリガナ

③ 出生の年月日 年 月 日

④ 男女の別 男 女

⑤ 住所（郵便番号を含む。）

⑥ 国籍 日 本 その他（ ）

⑦ その他個人を識別するための情報

⑧ 死亡の日時、場所及び状況

⑨ 遺体が安置されている場所

⑩ 連絡先その他必要情報

⑪ ①～⑩を親族・同居者・知人以外の者

からの照会に対する回答することへの同

意

同意する

同意しない

※ 備考

⑪の同意回答者名 連 絡 先

同意回答者住所 続 柄
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様式第３号 （第２条関係） 安 否 情 報 報 告 書

報告日時： 年 月 日 時 分

市町村名： 担当者

備考 1. この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

2. 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」

欄には「死亡」、「負傷」又は「非該当」と記入すること。

3. 「同意の有無」欄には、安否情報の提供に係る同意について「有」又は「無」と記入すること。この場合において、当該同意について特段の条件が

ある場合は、当該条件を「備考」欄に記入すること。

4. 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。

5. 「国籍」欄は日本国籍を有しない者に限り記入すること。

6. 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入した上で、加えた「死亡の日時、場所及び状況」を記入

し、「居所」欄に「死体の所在」を記入すること。

避難住民
に該当す
るか否か
の別

武力攻撃
により死
亡し又は
負傷した
住民に該
当するか
否かの別

同意の有
無

氏名 フリガナ 出生の年
月日

男女の別 住所 国籍 その他個
人を識別
するため
の情報

居所 負傷又は
疾病の状
況

連絡先そ
の他安否
の確認に
必要と認
められる
情報

備考

＜
資
料
７
＞

安
否
情
報
報
告
書
様
式

1
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＜資料８＞ 安否情報照会書様式

様式第４号（第３条関係）

安 否 情 報 照 会 書

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

を記入すること。

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。

４ ※印の欄は記入しないこと。

和光市長 様 年 月 日

申請者

住 所

氏 名

下記の者について、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律第９５条第１項の規定に基づき、安否情報を照会します。

照会をする理由

備 考

照

会

に

係

る

者

を

特

定

氏 名

フリガナ

出生の年月日

男女の別

住 所

国籍（日本国籍を有し

ない者に限る）

その他個人を識別する

ための情報

※ 申請者の確認

※ 備考
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＜資料９＞ 安否情報回答書様式

様式第５号（第４条関係）

安 否 情 報 照 会 書

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 「避難住民に該当するか否かの別」欄には「該当」又は「非該当」と記入し、「武力攻撃災害
により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別」欄には「死亡」、「負傷」又は「非該
当」と記入すること。

３ 「出生の年月日」欄は元号表記により記入すること。

４ 武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、「負傷又は疾病の状況」欄に「死亡」と記入し
た上で、加えて「死亡の日時、場所及び状況」を記入し、「居所」欄に「死体の所在」を記入
すること。

様 年 月 日

和 光 市 長

年 月 日付けで照会があった安否情報について、下記のとおり

回答します。

避難住民に該当するか否かの別

武力攻撃災害により死亡し又は負
傷した住民に該当するか否かの別

照会に係る者

住所

氏名

フリガナ

出生の年月日 男女の別

国籍
その他個人を識別
するための情報

居所
負傷又は疾病の状
況

連絡先その他安否の確
認に必要と認められる
情報




